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計画処理量及び施設規模（見直し案） 

 

１ 計画目標年次 
新ごみ処理施設は、令和 11 年(2029 年)度の稼働開始を目指し、検討を進めています。計画目標年次

は、施設の稼働開始から 7年間を超えない範囲において最もごみ量が大きくなる年度とすることが定め

られていますが、本市のごみ処理量は長期的には減少傾向となるため、将来的な運転の効率化を考慮し

て、本市の新ごみ処理施設の計画目標年次は、稼働開始から７年間のうち、最もごみ量が少なくなる令

和 17年(2035年)度とします。 
 
 

資料２-１ 
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２ 計画処理量の設定 
計画処理量は、以下のとおりとします。 

 
（１）現状の処理フロー 

以下に平成 30年(2018年)度実績における処理フローを示します。 

 

図 1 ごみ処理フローの実績（平成 30年(2018 年)度実績） 
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（２）計画処理対象物 
新施設の計画処理対象物は、現有施設と同様、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資源ごみ」、

「粗大ごみ」及び「一斉清掃ごみ」とします。ただし、「下水汚泥由来燃料等」及び産業廃棄物の内数

としての「下水汚泥」は、将来的には受け入れないため、計画処理対象物からは除外します。また、

国において「プラスチック資源循環促進法」が可決されたことを受け、本市でもプラスチック類の取

扱いを検討し、本計画において定めるものとします。 

 

ア 焼却施設 

焼却施設では、以下の(ア)～(エ)のごみ種を対象とします。 

（ア） 燃やせるごみ 

現有施設において「燃やせるごみ」（家庭系・事業系）として処理しているものは、新施設におい

ても処理対象とします。ただし、プラスチック類については処理対象とするか検討します。（現在

と同様、事業系ごみについては、一般廃棄物の処理に支障のない範囲で産業廃棄物を受け入れます。） 

（イ） 可燃物（破砕選別施設での処理残渣） 

破砕選別施設において「燃やせないごみ」「粗大ごみ」「不燃系一斉清掃ごみ」の破砕・選別後

に発生する残渣、缶・びん・ペットボトルの選別処理後に発生する残渣を処理対象とします。 

（ウ） 可燃系一斉清掃ごみ 

地域清掃等で発生する一斉清掃ごみのうち可燃性のものは、焼却施設のごみピットに投入し、

焼却処理します。 

（エ） 災害廃棄物 

国の指針に沿って「災害廃棄物」を処理対象とします。その場合、災害時に発生する災害廃棄

物のうち、「可燃物」を出来る限り受け入れます。そのため、施設の処理能力として、災害廃棄物

の処理が可能な余力を確保する必要があります。 

 

イ 破砕選別施設 

破砕選別施設では、以下の(ア)～(カ)のごみ種を対象とします。 

なお、基本的には分別品目や収集方法は現在と同様とし、収集後の貯留方法や処理方法を変更す

ることにより、資源化の促進を図ります。 

（ア） 缶・びん・ペットボトル 

現有施設において「缶・びん・ペットボトル」として処理しているものは、新施設においても

処理対象とします。 

（イ） プラスチック類 

現有施設においては「プラスチック製容器包装」を分別処理していませんが、一般廃棄物処理

基本計画において「分別の可能性について検討を行う」としていることから、新施設において処

理対象となる可能性を考慮します。また、製品プラスチックも含む「プラスチック類」として処

理対象となる可能性も考慮します。 

（ウ） 燃やせないごみ 

現有施設において「燃やせないごみ」として処理しているものは、新施設においても処理対象

とします。 
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（エ） 粗大ごみ 

粗大ごみは、一旦ヤードで受け入れ、再使用可能な物は別途保管し、危険物、有害物や適正処

理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収を図り、残ったもののうち、不燃性のもの

は破砕選別施設で処理します。（木質系のタンス類やふとん類等の可燃性のものは、焼却施設に

転送し、可燃性粗大ごみ破砕機において処理します。） 

（オ） 不燃系一斉清掃ごみ 

地域清掃等で発生する一斉清掃ごみのうち不燃性のものは、破砕選別施設で処理します。 

（カ） 災害廃棄物 

国の指針に沿って焼却施設と同様に「災害廃棄物」を処理対象とします。その場合、災害時に

発生する災害廃棄物のうち、家財道具や「柱角材」（破砕物）を出来る限り受け入れます。そのた

め、施設の処理能力として、災害廃棄物の処理が可能な余力を確保する必要があります。 
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（３）減量目標の設定 
平成 28 年 5 月に策定した「明石市一般廃棄物処理基本計画」の目標値及びその達成状況は以下の

とおりです。目標１「ごみ処理量の削減」については、計画策定時の基準年度である平成 26年(2014

年)度より改善はしていますが、中間目標の達成見込みとしては厳しい状況です。また、目標２「最終

処分量の削減」、目標３「リサイクル率の向上」については、基準年度より数値が悪化しています。 

 

表 1 「明石市一般廃棄物処理基本計画」の目標値及びその達成状況 

現計画における目標値   実績  

 令和 2年 

(2020年)度 

【中間年度】 

令和 7年 

(2025年)度 

【目標年度】 

平成 26年 

(2014年)度 

【基準年度】 

平成 30年 

(2018年)度 

〔目標１〕ごみ処理量の削減 

① クリーンセンターでの処理

量（市ごみ処理量） 

※産業廃棄物は除く 

82,924t 80,000t 97,025t 95,546t 

（△） 

② 家庭系燃やせるごみの 1人

1日当たり排出量 

※住民基本台帳人口ベース 

437.5g/人・日 425g/人・日 510g/人・日 481g/人・日 

（△） 

③ 事業系の市ごみ処理量 

※産業廃棄物は除く 

30,239t 30,000t 35,041t 33,768t 

（△） 

〔目標２〕最終処分量の削減 

最終処分量 

 

11,562t 10,000t 16,392t 17,356t 

（×） 

〔目標３〕リサイクル率の向上 

リサイクル率 

 

17.7% 19.2% 12.6% 11.0% 

（×） 

△：改善はしているが、目標の中間年度の数値達成に向けた進捗としては遅れているもの。 
×：基準年度よりも悪化しているもの。 
 

新ごみ処理施設整備事業への交付金制度では、ごみ減量が求められています。減量目標は、具体的

には一般廃棄物処理基本計画の改定時に環境審議会において審議いただく予定ではありますが、近隣

自治体では「20%削減」を目標として設定されており、本市でも同程度の目標設定が必要になると考え

ています。 

特に、令和元年度より交付金要件として「一般廃棄物処理有料化の検討」が追加されました。エネ

ルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルでは、「ごみ分別の推進等、有料化以外の施策で、一人あ

たりのごみの排出量等を減量させている場合は、この限りではない。」との記載があり、いずれにして

も有料化施策相当のごみ減量が求められています。 

以上のことから、新ごみ処理施設の計画目標年次（令和 17年(2035)年度）までの減量目標として、

平成 30 年(2018 年)度の実績値から、燃やせるごみ量及び燃やせないごみ量をそれぞれ約 20%削減する

こととします。 
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（４）計画処理量の設定 

 
ア 将来人口の推移・予測 

実績値として、各年度 10 月 1 日時点の推計人口を示します。現在、平成 27 年(2015 年)12 月に

策定した「明石市人口ビジョン」よりも人口が増加傾向となっています。 

本計画における計画処理人口の設定にあたっては、「（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画素案（2021

年 4 月現在）」に定める目標人口を基に、2020 年国勢調査（速報値）の結果を補正（上振れ率＝

1.3587%）した値を用いることとします。 

※1 推計人口：国勢調査(平成 22年 10月 1日及び平成 27年 10月 1日実施)の結果を基礎として、住民基本台帳に

基づく月間の移動数(出生・死亡・転出入等)の増減より推計した数値。 

※2 「（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画素案（2021年 4月現在）」に定める目標人口については、2021年度 11月頃

に報告される 2020年度国勢調査の確定値を踏まえ、改めて推計します。 
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イ 事業所数の推移・予測 

実績値として、経済センサス調査結果の数値を示します。なお、平成 29 年(2017 年)度以降の事

業所数は、直近の実績値で一定とします。 

※平成 21年経済センサス基礎調査（平成 21年 7月 1日時点）を平成 21年(2009年)度、平成 24年経済センサス活

動調査（平成 24 年 2 月 1 日時点）を平成 23 年(2011 年)度、平成 26 年経済センサス基礎調査（平成 26 年 7 月 1

日時点）を平成 26年(2014年)度、平成 28年経済センサス活動調査（平成 28年 6月 1日時点）を平成 28年(2016

年)度の数値として使用します。 
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ウ ごみ量の推計方法 

ごみ量の推計方法は『ごみ処理基本計画策定指針』（平成 28年 9月改定、環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部）に基づき、トレンド法を用いるものとします。本計画においては、次の 6種類

の推計式を用います。 

 線形近似 

 放物線近似 

 対数近似 

 累乗近似 

 指数近似 

 ロジスティック近似 

上記 6つの推計式による推計結果から、いずれを採用するかについては、 

 過去の推移から現実的ではない過大（過小）な予測結果を避ける 

 近接した推計結果の中で比較的中位にあるものを採用する 

 相関係数の高いものを採用する 

などの考え方があります。また、いずれの推計式も採用に適さない場合は、(1)実績直近値で一定、

または(2)平均値で一定とする方法が考えられます。 

※ 直近値採用と平均値採用の考え方：実績値の推移において変動が小さい場合や、変動が大きくても一定の傾向が見ら

れる場合は直近値を採用します。実績値の推移において上下が大きい変動を示す場合は平均値を採用します。 

本計画では、これらの考え方及び過去の実績の推移等から総合的に勘案して、最も適当と考えら

れる推計結果を採用しました。 

 

 

【参考】 

ごみ量等の推計で使用する推計式は、一般的に以下のようなものがある。 
 

①線形近似（直線式、一次傾向線） 

線形近似の推計式は、以下の式によって表される。過去の実績とその年度における y の残差が最小二乗法によっても

っとも最小となる a、b を求めることにより推計式が導かれる。傾き（a）が一定のため、増加（減少）の割合が将来に

わたって一定となる。過去の実績が近年急激に変化している場合には、少し穏やかな推計となる傾向がある。 
 

y = ax + b 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

②放物線近似（二次傾向線） 

放物線近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差

が最小二乗法によってもっとも最小となる a、b、cを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は過去の実績との当てはまりがよく、相関係数も高い値となることが多いが、推計期間が長い場合、将来

のごみ量がマイナスになったり、極端に増加したりすることがあり、一般的には採用されない場合が多い。 
 

y = ax2 + bx + c 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b、c：変数 
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③対数近似 

対数近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、計画年数が経つにつれて次第にその変化が緩和されてくる。 
 

y = alogex + b 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

④累乗近似 

累乗近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は計画年数が経つにつれて次第にその変化が緩和されてくる。 
 

y = axb 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

⑤指数近似 

指数近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、過去の実績が増加傾向の場合は計画年数が進むにつれて次第にその増加傾向が強調され、反対に

減少傾向にあるときは計画年数が進むにつれて次第にその減少傾向が緩和される傾向がある。 
 

y = aebx 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

⑥ロジスティック近似 

ロジスティック近似による推計式は、以下の式によって表される。ロジスティック曲線は人口増加の法則の研究

から導かれたもので、人口の増加速度は、その時の人口の大きさに比例しても、同時にそのときの人口の大きさに

関係する抵抗を受けるという理論によって定式化されたものである。線形近似と同様、過去の実績とその年度にお

ける yの残差が最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、あらかじめ求めようとする値の最大値（又は最小値）を設定し（＝K値）、その値に漸近していく

ような曲線を描くことができる。K 値をあらかじめ適正に設定することができれば、比較的妥当な推計値を算出す

ることが出来る。また、K 値をあらかじめ設定しない場合は、過去の実績値から飽和値を求め、その値に漸近して

いく曲線となる。 
 

y ＝ K／(1＋ea-bx) 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

K：過去の実績値から求められる飽和値 

a、b：変数 

e：自然対数の底（＝2.71828…） 
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エ 各ごみ種別の推計結果 

（ア） 家庭系 燃やせるごみ 

有料化、またはその他の方法により 20%削減する目標とします。 

   
 

（イ） 家庭系 燃やせないごみ 

分別啓発等その他の方法により20%削減する目標とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ全量

について行うため、「燃やせないごみ（収集・直搬）」と「その他の金属（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（ウ） 家庭系 缶・びん・ペットボトル 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「資源ごみ（収集）」、「アルミ缶（集団回収）」、「スチール缶（集団回収）」、

「生きびん（集団回収）」、「カレット（集団回収）」の和について行います。 
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（エ） 家庭系 粗大ごみ 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

（オ） 家庭系 新聞紙 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「新聞紙（収集）」と「新聞（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（カ） 家庭系 雑誌・雑がみ 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ全量

について行うため、「雑誌・雑がみ（収集）」と「雑誌・雑がみ（集団回収）」の和について行います。 
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（キ） 家庭系 段ボール 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「段ボール（収集）」と「段ボール（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（ク） 家庭系 紙パック・牛乳パック 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「紙パック（収集）」と「牛乳パック（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（ケ） 家庭系 布類・古布 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「布類（収集）」と「古布（集団回収）」の和について行います。 
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（コ） 家庭系 一斉清掃ごみ 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計結果のうち、可燃系と不燃系の比

率については平成 30 年度の実績値（可燃系：不燃系＝55.2%：44.8%）を用いて按分します。 

   
 

（サ） 家庭系 店頭回収 

トレンド推計による推計値（横這い傾向）とします。 

   
 

（シ） 家庭系 小型電子機器等 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 
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（ス） 家庭系 廃油（天ぷら油） 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

（セ） 事業系 燃やせるごみ 

分別啓発等その他の方法により、20%削減する目標とします。 

   
 

（ソ） 事業系 燃やせないごみ 

分別啓発等その他の方法により20%削減する目標とします。 
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（タ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水汚泥 

令和 8年(2026年)度まではトレンド推計による推計値（横這い傾向）とし、新ごみ処理施設供

用開始以降は、下水汚泥の処理は行わないこととします。 

   
 

（チ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水し渣 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

（ツ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 自己搬入（植物性残渣） 

トレンド推計による推計値（横這い傾向）とします。 
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（テ） 産業廃棄物 燃やせないごみ 畳（イグサとプラ） 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。 

   
 

（ト） 下水汚泥由来燃料等 

令和 8年(2026年)度まではトレンド推計による推計値（横這い傾向）とし、新ごみ処理施設供

用開始以降は、下水汚泥由来燃料等の投入は行わないこととします。 
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オ プラスチック分別による影響検討について 

 

（ア） 全国のプラスチック分別実施自治体におけるプラスチック回収量について 

a 容器包装プラスチックの分別収集実施自治体について 

下表に、環境省による「一般廃棄物処理実態調査」（平成 30年度）から整理した、全国の自治

体におけるプラスチック資源化状況を示します。 

これによれば、容器包装プラスチックのみを分別収集している自治体（人口 20万人以上）で

は、家庭系ごみ量に対するプラ資源化量の割合は、「3.98%」となっています。 

なお、上記のプラ資源量の割合は、資源ごみとして収集される量から資源化不適物を除いた

値です。各市での、資源化不適物の割合は不明ですが、環境省による実証実験（後述）での異物

混入率を参考とし、「収集量のうち 96.2%が資源化可能なもの、残り 3.8%は資源化不適（可燃物）」

と想定すれば、家庭系ごみ量のうち資源ごみとして収集されるプラスチック量の割合は、容器

包装プラスチックのみを分別収集している自治体では、3.98%×（100%÷96.2%）＝「4.14%」と

なります。 

 

表 2 全国の自治体における容器包装プラスチック資源化状況（平成 30年度） 

 

総人口 
生活系ごみ 

搬入量 
プラ資源化量 

生活ごみ計に対

するプラ資源化

量の割合 

人口１人当たり

プラ資源化量 

容器プラのみ分

別収集している

自治体の合計 

51,140,693人 8,974,577t 357,578t 3.98% 6.99kg/人・年 
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b 容器包装・製品プラスチック（以下「全プラ」という。）の分別収集実施自治体について 

全プラ分別（一括回収）を実施している自治体は、兵庫県下の宝塚市、三木市の他、他府県では東京都港区、甲賀市、立川市、五所川原市、苫小牧市、

館林市があります。これらの自治体での資源化状況を下表に整理します。ただし、東京都港区は事業系収集を含むことから下表では除外しています。 

家庭系ごみ総排出量に対するプラスチック資源化量の割合にはバラつきがあり、特に汚れたプラスチックの取扱いとして「汚れたものは燃やすご

みに入れる」ことを積極的には記載していない自治体では、高めの数値となっています。 

環境省の実証実験（後述）を参考とし、異物混入率を「収集量のうち96.2%が資源化可能なもの、残り 3.8%は資源化不適（可燃物）」と想定すれば、家庭系ご

み量のうち資源ごみとして収集されるプラスチック量の割合は、全プラを分別収集している自治体では、5.27%×（100%÷96.2%）＝「5.48%」となります。 

 

表 3 全プラ一括回収実施自治体におけるプラスチック資源化状況等（環境省「一般廃棄物処理実態調査」（平成 30年度）より） 

 宝塚市 三木市 甲賀市 立川市 五所川原市 苫小牧市 館林市 合計 

人口 234,167 77,969 91,104 183,482 54,867 171,711 76,310 889,610 

収集方法 一括 
※汚れは軽く拭き
取る。水ですすぐ。
汚れたものは燃や
すごみに入れる。 
 

一括 
※少しぐらい汚れ
ていても大丈夫。 

一括 
※軽く水洗いして
汚れが落ちなけれ
ば可燃ごみへ。 

一括（H31.1～容リ
プラとその他プラ
を分けて収集） 
※汚れはふき取
り、水ですすぐ。 

一括 
※水洗いして水を
切ってから出す。
汚れが落ちない場
合は埋立ごみへ。 

一括 
※汚れは、残り物
を取り除き、拭き
取るか軽くすす
ぐ。 

一括 
※汚れは軽く落と
す。 

－ 

選別作業 民間委託 
※容リ、その他プ
ラに選別 

民間委託 民間委託 市が実施 
※容リ、その他プ
ラに選別 

市のプラスチック
処理施設 

民間委託 民間委託 － 

リサイクル種別 容リ⇒マテリアル、
ケミカル 
その他⇒RPF 

RPF RPF 容リ⇒マテリアル、
ケミカル 
その他⇒マテリアル 

マテリアル マテリアル、サーマ
ル 

マテリアル、ケミカ
ル 

－ 

プラ資源化量（t） 2,325 1,109 540 2,201 204 2,712 780 9,871 
 

家庭系 
ごみ総排出量（t） 

47,323 17,681 19,128 36,297 12,788 34,184 19,933 187,334 

割合 4.91% 6.27% 2.82% 6.06% 1.60% 7.93% 3.91% 5.27% 

人口 1人当たり※ 9.93kg/年 14.22kg/年 5.93kg/年 12.00kg/年 3.72kg/年 15.79kg/年 10.22kg/年 11.10kg/年 

※後述する明石市における試算（全プラ分別→プラ 2,837t/年）の場合、人口 1人当たり 「9.48kg/年」となる。 

※また、立川市については平成 31年 1月から製品プラの分別収集を開始している。 

※製品プラのみの分別収集を実施している自治体には、他に、鎌倉市、所沢市、いわき市、焼津市、海老名市・綾瀬市・座間市、羽村市、須坂市、千葉市、広島市がありますが、

今回は現時点の「プラスチック資源循環施策の基本的方向性」（令和 2年 9月 1日：環境省）に従い、一括回収を想定することから、ここでは取り上げない。 
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【参考：プラスチック一括回収リサイクル実証事業（平成 29年度：環境省）】 
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実施７都市の合計では、前ページの結果概要に示すとおり、容器包装のみの場合に比べ、全プラ一括回収の場合は 35%増となっています。都市別には

以下のとおりであり、11.6%増（横浜市）～188.2%増（広島市）となっています。異物混入率は、全体で約 3.8%（7都市の単純合計）となっています。 

 

表 4 実施結果の概要一覧 

 
出典：「プラネット 2018」（プラスチック容器包装リサイクル推進協議会） 
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（イ） 明石市における家庭系ごみ中のプラスチック賦存量について 

明石市における「家庭系ごみの組成調査（湿ベース）」によれば、「燃やせるごみ」と「燃やせ

ないごみ」についてプラスチック製のごみの割合は、以下のとおりとなっています。 

 

表 5 明石市の家庭系燃やせるごみ中に含まれるプラスチック製ごみの割合（平成 25～30年度） 

 

 

表 6 明石市の家庭系燃やせないごみ中に含まれるプラスチック製ごみの割合（平成 25～30年度） 

 

 

この割合を、将来のごみ量（計画目標年次＝令和 17年度）に適用すれば、家庭系ごみに含まれ

るプラスチックの量は、以下のとおり推計されます。 

 

表 7 明石市の家庭系ごみ中のプラスチック量の推計値（令和 17年度推計値ベース） 

燃やすごみ 

中のプラ 

燃やせないごみ 

中のプラ 

合計 

6,989 t 

(＝43,251t×16.16%) 

563 t 

(＝3,677t×15.31%) 

7,552 t 

うちプラ製品 

800 t 

(＝43,251t× 1.85%) 

 

484 t 

(＝3,677t×13.17%) 

うちプラ製品 

1,284 t 
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（ウ） 明石市におけるプラスチック分別回収見込み量について 

以上より、明石市において、従来通り「①プラスチックの分別収集を実施しない場合」と、「②

プラスチック製容器包装のみを分別収集する場合」、「②全プラを分別収集する場合」を想定しま

す。プラスチック分別回収見込み量は、下表のとおり想定します。なお、各分別パターンでの想

定回収率は、「②プラスチック製容器包装のみを分別収集する場合」は家庭系ごみ量に対し 4.14%、

「③全プラを分別収集する場合」は家庭系ごみ量に対し 5.48%としました。 

なお、分別収集実施により、燃やせるごみと燃やせないごみそれぞれからプラスチックが分別

されることとなりますが、その比率は、元々含まれている量の比率 6,989t：563t＝92.5%：7.5%

と想定しました。 

 

表 8 明石市における分別収集見込み量（令和 17年度推計値ベース） 

 パターン① パターン② パターン③ 

プラスチックの分別収集を 

実施しない場合 

プラスチック製容器包装のみ

を分別収集する場合 

【回収率 4.14%想定】 

全プラの分別収集を 

実施する場合 

【回収率 5.48%想定】 

家庭系ごみ 

合計 

52,476 t   

家庭系 

燃やせるごみ 

43,251 t 41,241 t 

(＝43,251t－2,010t) 

40,591 t 

(＝43,251t－2,660t) 

家庭系 

燃やせないごみ 

3,677 t 3,514 t 

(＝3,677t－163t) 

3,461 t 

(＝3,677t－216t) 

プラスチック 

0 t 2,173 t 

(＝52,476t×4.14%) 

⇒プラ賦存量 7,552t 

のうち 28.77% 

2,876 t 

(＝52,476t×5.48%) 

⇒プラ賦存量 7,552t 

のうち 38.08% 

※上表では、容器包装のみ分別収集の場合に比べ、全プラ一括回収する場合は 32.4%増となっており、前述の実

証事業の結果における実証７都市単純合計（約 35%増）と同程度です。 

 

以降の頁で、各場合の処理フローを示します。 

 

 



23 

カ 将来の処理フロー 

（ア） プラスチック製容器包装を分別しない場合 

以下に、現状の分別を継続した場合（プラスチック製容器包装の分別収集を実施しない場合）の、明石市の将来の処理フロー（計画目標年次＝令和

17年度）を示します。 

 

 
図 2 将来ごみ処理フロー（令和 17年度目標値）【①プラスチック製容器包装を分別しない場合】 
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（イ） プラスチック製容器包装のみ分別収集を実施する場合 

以下にプラスチック製容器包装の分別収集を実施する場合の、明石市の将来の処理フロー（計画目標年次＝令和 17年度）を示します。プラスチッ

クの選別処理において、96.2%※が資源化可能なもの、残り 3.8%※は資源化不適（可燃物）と想定しました。   ※実証実験の実績を参考に設定した値。 

 

 
図 3 将来ごみ処理フロー（令和 17年度目標値）【②プラスチック製容器包装を分別する場合】 
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（ウ） 全プラの分別収集を実施する場合 

以下に全プラの分別収集を実施する場合の、明石市の将来の処理フロー（計画目標年次＝令和 17年度）を示します。プラスチックの選別処理にお

いて、96.2%※が資源化可能なもの、残り 3.8%※は資源化不適（可燃物）と想定しました。   ※実証実験の実績を参考に設定した値。 

 

 
図 4 将来ごみ処理フロー（令和 17年度目標値）【③全プラを分別する場合】 
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【参考：災害廃棄物発生量の想定】 

災害廃棄物量の推計は、「災害廃棄物対策指針」(平成 30年 3月、環境省大臣官房廃棄物・リサイ

クル対策部)に示された方法を参考とします。推計のフロー及び結果を以下に示します。 

 
 

 
これらのうち、新施設の処理対象となりうる災害廃棄物の全量は、上表の「可燃物」及び「柱角

材」（合計 107,630t）です。 
  

【前提条件】 

(1) 想定する災害： 南海トラフ巨大地震による揺れ・液状化・火災・土砂災害・津波 

（最も全壊棟数が多く想定されている「冬 18時」の推計結果を用いる。） 

(2) (1)によって起こる建物被害の種類： 全壊、半壊、床上浸水・床下浸水 

(3) (2)の被害で発生する災害廃棄物の種類： 可燃物、不燃物、コンがら、金属、柱角材 

(4) 対象区域： 明石市内 

①建物被害の予測 

(1) 揺れによる建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、揺れによる被害棟数を用いる。 

(2) 液状化による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、液状化による被害棟数を用い

る。 

(3) 火災による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、火災による被害棟数を用いる。 

(4) 土砂災害による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、土砂災害による被害棟数を用い

る。 

(5) 津波による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、津波による被害棟数を用いる。 

(6) 津波による浸水被害棟数(床上／床下) 

兵庫県想定の、浸水による被害棟数と、平成 26

年 10月 1日の明石市世帯数 120,864世帯から換

算した、被害想定世帯数を用いる。 

 

 
※出典：兵庫県「南海トラフ巨大地震・津波(M9.0)の被害想定結果」 

②災害廃棄物の発生原単位の設定 

(1) 建物被害種類別(全壊(揺れ・液状化等)／全壊(火災)／半壊)の災害廃棄物発生量原単位 

(2) 揺れ・液状化・津波により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

(3) 火災により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

(4) 浸水により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

上記(1)～(4)は、災害廃棄物対策指針で設定されている。 

それらを掛け合わせた、以下の原単位を用いる。 

①の(1)～(5)で求めた建物被害棟数 × ②で設定した発生原単位 ＝災害廃棄物発生量＝   
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３ 施設規模の設定 
施設規模は、以下のとおりとします。 

 

（１）稼働日数・時間 
ア 焼却施設の稼働日数・時間 

焼却施設の稼働日数は、ごみ処理施設の計画・設計要領に従い、各炉について、年 1回の補修整

備期間 30日、年 2回の補修点検期間各 15日及び全停止期間 7日間並びに起動に要する日数 3日・

停止に要する日数 3日各 3回の合計（年間 85日）を差し引いた日数として、年間 280日とします。

なお稼働時間は 24時間（全連続運転）とします。 

 

表 9 焼却施設の年間停止日数（1炉あたり） 

項目 日数 備考 

補修整備 30 日 30 日×年 1回 

補修点検 30 日 15 日×年 2回 

全停止 7 日 全炉共通停止 

起動・停止 18 日 起動 3日×年 3 回＋停止 3日×年 3 回 

合計 85 日  

 

イ 破砕選別施設の稼働日数 

破砕選別施設の稼働日数は、下表に示す年間停止日数 116 日を差し引いた日数として、年間 249

日とします。なお稼働時間は昼間 8時間（処理はうち 5時間）とします。 

 
表 10 破砕選別施設の年間停止日数 

項目 日数 備考 

土曜日・日曜日 104日 52 週×2 日 

祝日 － 計上せず(本市は祝日でも稼働) 

年末年始 5 日 年末年始 6日間(ただし少なくとも 1日は土曜日・日曜日) 

定期整備 7 日 1 回/年実施、1 回あたり 9日間(土曜日・日曜日を含む) 

合計 116日  
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（２）計画月最大変動係数 
破砕選別施設の規模設定においては、「計画月最大変動係数」を設定する必要があります。各月の

日平均排出量と、その年度の年間日平均排出量の比を「月変動係数」といいます。特に、その年度

で最も大きい変動係数を、「月最大変動係数」といいます。5ヶ年の月最大変動係数の平均値が、「計

画月最大変動係数」です。本計画では、平成 26 年(2014 年)度～平成 30 年(2018 年)度のごみ量実

績より、以下のとおり計画月最大変動係数を定めます。 

なお、プラスチックについては実績値が無いため、「ごみ処理施設構造指針解説」（社団法人全国

都市清掃会議, 1987 年）に示されている、過去の収集実績が明らかでない場合の標準の計画月最大

変動係数「1.15」を用います。 

 
表 11 破砕選別施設での処理対象物の計画月最大変動係数 

項目 計画月最大変動係数 備考 

燃やせないごみ 1.29 
1.29 破砕選別施設(破砕系)の処理対象 

粗大ごみ 1.33 

びん・缶・ペットボトル 1.42 
破砕選別施設(資源系)の処理対象 

プラスチック製容器包装 1.15 

①破砕処理対象物（燃やせないごみ＋粗大ごみ） ①-(1) 燃やせないごみ 

 
①-(2) 粗大ごみ ② びん・缶・ペットボトル 
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（３）施設規模の設定 
焼却施設の施設規模算定式は、以下を用います。 

 
破砕選別施設の施設規模算定式は、以下を用います。 

 
以下に、プラスチックの分別収集を実施しない場合、及びプラスチックの分別収集を実施する場

合の、各施設の計画処理量及び施設規模を示します。 

 

表 12 各分別パターンでの施設規模 

 パターン① パターン② パターン③ 

プラスチックの分別収集を実

施しない場合 

プラスチック製容器包装のみ

を分別収集する場合 

【回収率 4.14%想定】 

全プラの分別収集を 

実施する場合 

【回収率 5.48%想定】 

焼却施設 計画処理量 83,012 t 
※災害時余力 10%込み 

 

⇒施設規模 309t/日 
（103t/日×3炉） 

 

計画処理量 80,783 t 
※災害時余力 10%込み 

 

⇒施設規模 303t/日 
（101t/日×3炉） 

 

計画処理量 80,061 t 
※災害時余力 10%込み 

 

⇒施設規模 300t/日 
（100t/日×3炉） 

 

破砕選別施設 

（破砕系） 

計画処理量 4,762 t 

 

⇒施設規模 25t/5h 
 

計画処理量 4,639 t 

 

⇒施設規模 24t/5h 
 

計画処理量 4,588 t 

 

⇒施設規模 24t/5h 
 

破砕選別施設 

（資源系） 

缶びんペット 

計画処理量 2,688 t 

 

⇒施設規模 16t/5h 
 

計画処理量 2,688 t 

 

⇒施設規模 16t/5h 
 

計画処理量 2,688 t 

 

⇒施設規模 16t/5h 
 

破砕選別施設 

（資源系） 

プラスチック 

－ 計画処理量 2,173 t 

 

⇒施設規模 10t/5h 
 

計画処理量 2,876 t 

 

⇒施設規模 14t/5h 
 

※焼却施設は、1炉当たり年間 280日稼働とした。 
※破砕選別施設は、年間 249日稼働とした。 
※焼却施設の規模について、1炉当たり規模の小数点以下の端数は切り上げとした。 
※破砕選別施設の規模について、小数点以下１桁目を切り上げとした。 
※破砕選別施設への搬入物の計画月最大変動係数＝1.29とした。 
※缶・びん・ペットボトルの計画月最大変動係数＝1.42とした。 
※プラスチックの計画月最大変動係数は不明であるため「1.15」と想定した。 
※上記の規模は、現時点での予測に基づくものである。今後、一般廃棄物処理基本計画の改定等に伴い必要な施設
規模等については見直しを行う。 

■施設規模算定式（平成15年12月15日付環境廃棄対策発第031215002号） 

（計画日平均排出量×計画収集人口＋直接搬入量）÷実稼働率÷調整稼働率  

＝  処理対象量(1日あたり)÷実稼働率÷調整稼働率  

※計画日平均排出量 ＝ １人1日あたり処理量目標（計画一人一日平均排出量） 

計画収集人口 ＝ 人口推計 

実稼働率 ＝ (365日－年間停止日数)÷365日 ※年間停止日数は85日とする 

調整稼働率 ＝0.96 ※故障・一時休止・能力低下による係数 

■施設規模算定式（平成4年2月7日付衛環第46号） 

（計画日平均排出量×計画収集人口＋直接搬入量）×計画月最大変動係数÷稼働率  

＝  処理対象量(1日あたり)×計画月最大変動係数÷稼働率  

※計画日平均排出量 ＝ １人1日あたり処理量目標（計画一人一日平均排出量） 

計画収集人口 ＝ 人口推計 

計画月最大変動係数 ＝ ごみ種別に、過去5年間以上の収集量の実績を基礎として求める 

稼働率 ＝ (365日－年間停止日数)÷365日 


	１ 計画目標年次
	２ 計画処理量の設定
	（１） 現状の処理フロー
	（２） 計画処理対象物
	ア 焼却施設
	（ア） 燃やせるごみ
	（イ） 可燃物（破砕選別施設での処理残渣）
	（ウ） 可燃系一斉清掃ごみ
	（エ） 災害廃棄物

	イ 破砕選別施設
	（ア） 缶・びん・ペットボトル
	（イ） プラスチック類
	（ウ） 燃やせないごみ
	（エ） 粗大ごみ
	（オ） 不燃系一斉清掃ごみ
	（カ） 災害廃棄物


	（３） 減量目標の設定
	（４） 計画処理量の設定
	ア 将来人口の推移・予測
	イ 事業所数の推移・予測
	ウ  ごみ量の推計方法
	エ 各ごみ種別の推計    結果
	（ア） 家庭系 燃やせるごみ
	（イ） 家庭系 燃やせないごみ
	（ウ） 家庭系 缶・びん・ペットボトル
	（エ） 家庭系 粗大ごみ
	（オ） 家庭系 新聞紙
	（カ） 家庭系 雑誌・雑がみ
	（キ） 家庭系 段ボール
	（ク） 家庭系 紙パック・牛乳パック
	（ケ） 家庭系 布類・古布
	（コ） 家庭系 一斉清掃ごみ
	（サ） 家庭系 店頭回収
	（シ） 家庭系 小型電子機器等
	（ス） 家庭系 廃油（天ぷら油）
	（セ） 事業系 燃やせるごみ
	（ソ） 事業系 燃やせないごみ
	（タ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水汚泥
	（チ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水し渣
	（ツ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 自己搬入（植物性残渣）
	（テ） 産業廃棄物 燃やせないごみ 畳（イグサとプラ）
	（ト） 下水汚泥由来燃料等

	オ プラスチック分別による影響検討について
	（ア） 全国のプラスチック分別実施自治体におけるプラスチック回収量 について


	a 容器包装プラスチックの分別収集実施自治体について
	b 容器包装・製品プラスチック（以下「全プラ」という。）の分別収集実施自治体について
	（イ） 明石市における家庭系ごみ中のプラスチック賦存量について
	（ウ） 明石市におけるプラスチック分別回収見込み量について
	カ 将来の処理フロー
	（ア） プラスチック製容器包装を分別しない場合
	（イ） プラスチック製容器包装のみ分別収集を実施する場合
	（ウ） 全プラの分別収集を実施する場合



	３ 施設規模の設定
	（１） 稼働日数・時間
	ア 焼却施設の稼働日数・時間
	イ 破砕選別施設の稼働日数

	（２） 計画月最大変動係数
	（３） 施設規模の設定


